
 

 

議案第１号資料 
◆ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により新たな教育委

員会制度が開始されることに伴い、関連する下記の条例に所要の改正を行う。 

記 
第１条： 上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例  
 教育委員会委員長を廃止し、教育長職務代理者を新たに設置 

 
第２条： 上尾市特別職報酬等審議会条例 
 新教育長の身分が特別職となることに伴い、給料の額に関する条例を議会に提出す

る場合は、あらかじめ特別職報酬等審議会に諮ることとする。 
 
第３条： 教育委員会教育長の給与等に関する条例 
 新教育長の身分の変更に伴う根拠法令の変更及び文言の整理 

 
第４条： 上尾市教育委員会の委員の定数を定める条例 
 新教育長は教育委員の身分を持たないため、定数を１人減とした 

 
第５条： 上尾市職員定数条例 
 根拠条文の変更 
 新教育長の身分が特別職となり、定数外職員となるため削除 
 教育長削除による号の繰り上げ 

 
附則第４項： 上尾市職員公務災害見舞金条例 
 上尾市職員定数条例の第１条第２項各号の繰り上げに伴う整理 

 
 
※改正される「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の附則により、現在の教育長

については、任期中に限り従前の例によるため、３月市議会に提出する条例は適用され

ない。 



 

 

◆上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年上尾市条例第１７号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

区分 報酬額 

１ 教育委員会   

委員長 月額 ７５，０００円 

委員 月額 ６４，０００円 
 

区分 報酬額 

１ 教育委員会   

教育長職務代理者 月額 ７５，０００円 

委員 月額 ６４，０００円 
 

  

 



 

 

◆上尾市特別職報酬等審議会条例（昭和３９年上尾市条例第２５号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（所掌事項） （所掌事項） 

第２条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長

の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あら

かじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものと

する。 

第２条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及

び教育委員会教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しよう

とするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会

の意見を聴くものとする。 

 



 

 

◆教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和４４年上尾市条例第５号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）

第１６条第２項の規定に基づき、教育委員会教育長（以下「教育

長」という。）の給与、旅費及び勤務時間等を定めることを目的

とする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条

第３項の規定に基づき、教育委員会教育長（以下「教育長」という。）

の給与及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 ６月１日及び１２月１日（以下これらの日を「基準日」と

いう。）にそれぞれ在職する教育長に期末手当を支給する。これ

らの基準日前１箇月以内に任期が満了し、退職し、失職（地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号（第１号を除

く。）又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１

年法律第１６２号）第９条第１項各号（同法第４条第２項第２号

又は公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２５２条若しく

は政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第２８条の規定

に該当する場合に限る。）の規定に該当して失職した場合を除く。

次項において同じ。）し、解職され、罷免（地方公務員法第２９

条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。）され、又は死亡し

た者（これらの基準日において、この項前段の適用を受ける者を

除く。）についても、同様とする。 

第５条 ６月１日及び１２月１日（以下これらの日を「基準日」と

いう。）にそれぞれ在職する教育長に期末手当を支給する。これ

らの基準日前１箇月以内に任期が満了し、退職し、失職（地方教

育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第９条第１項各号（同法第４条第３項第２号又は公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第２５２条若しくは政治資金規正法（昭

和２３年法律第１９４号）第２８条の規定に該当する場合に限

る。）の規定に該当して失職した場合を除く。次項において同じ。）

し、解職され、罷免され、又は死亡した者（これらの基準日にお

いて、この項前段の適用を受ける者を除く。）についても、同様

とする。 

第５条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の

規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に

掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、

支給しない。 

第５条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の

規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に

掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、

支給しない。 



 

 

（１） 基準日から当該基準日に在職する教育長に期末手当を支給

すべき日（以下「支給日」という。）の前日までの間に、懲戒免

職の処分を受けた者 

（１） 基準日から当該基準日に在職する教育長に期末手当を支給

すべき日（以下「支給日」という。）の前日までの間に、懲戒免

職の処分を受けた者 

（２） 基準日から支給日の前日までの間に、地方公務員法第１６

条各号（第１号を除く。）又は地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第９条第１項各号（同法第４条第２項第２号又は公職選

挙法第１１条第１項各号（第１号を除く。）、同法第２５２条若

しくは政治資金規正法第２８条の規定に該当する場合に限る。）

の規定に該当して失職した者 

（２） 基準日から支給日の前日までの間に、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第９条第１項各号（同法第４条第３項第２

号又は公職選挙法第１１条第１項各号（第１号を除く。）、同法

第２５２条若しくは政治資金規正法第２８条の規定に該当する場

合に限る。）の規定に該当して失職した者 

（３） 基準日前１箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間

に離職した者（前２号に掲げる者を除く。）で、その離職した日

から当該支給日の前日までの間に禁錮
こ

以上の刑に処せられたもの 

（３） 基準日前１箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間

に離職した者（前２号に掲げる者を除く。）で、その離職した日

から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの 

（４） 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める

処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、その

者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せ

られたもの 

（４） 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める

処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、その

者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せ

られたもの 

第５条の３ 教育委員会は、支給日に期末手当を支給することとさ

れていた者で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号の

いずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止め

ることができる。 

第５条の３ 教育委員会は、支給日に期末手当を支給することとさ

れていた者で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号の

いずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止め

ることができる。 

（１） 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在

職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起

訴に係る犯罪について禁錮
こ

以上の刑が定められているものに限

り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する

略式手続によるものを除く。第３項において同じ。）をされ、そ

の判決が確定していない場合 

（１） 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在

職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起

訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限

り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する

略式手続によるものを除く。第３項において同じ。）をされ、そ

の判決が確定していない場合 

３ 教育委員会は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに ３ 教育委員会は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに



 

 

該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消

さなければならない。ただし、第３号に該当する場合において、

一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事

事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが

一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限り

でない。 

該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消

さなければならない。ただし、第３号に該当する場合において、

一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事

事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが

一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限り

でない。 

（１） 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となっ

た行為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられなかった場

合 

（１） 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となっ

た行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場

合 

（勤務時間等） 
【削 除】 

第７条 教育長の勤務時間等は、教育委員会規則で定める。 

（規則への委任） （規則への委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定

める。 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定

める。 



 

 

◆上尾市教育委員会の委員の定数を定める条例（平成２１年上尾市条例第９号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○上尾市教育委員会の委員の定数を定める条例 ○上尾市教育委員会の委員の定数を定める条例 

平成２１年３月２５日 平成２１年３月２５日 

条例第９号 条例第９号 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）第３条ただし書の規定に基づき、上尾市教育委員会の委員

の定数を６人とする。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）第３条ただし書の規定に基づき、上尾市教育委員会の委員

の定数を５人とする。 



 

 

◆上尾市職員定数条例（平成２３年上尾市条例第１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

３８条第６項、第１７２条第３項、第１９１条第２項及び第２０

０条第６項、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１２

条第９項、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）

第２０条第２項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第２１条及び第３１条第３項並びに消

防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第１１条第２項の規定に

基づき、一般職に属する職員の定数又は定員に関し必要な事項を

定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

３８条第６項、第１７２条第３項、第１９１条第２項及び第２０

０条第６項、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１２

条第９項、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）

第２０条第２項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第１９条及び第３１条第３項並びに消

防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第１１条第２項の規定に

基づき、一般職に属する職員の定数又は定員に関し必要な事項を

定めるものとする。 

２ 次に掲げる職員は、前項の職員に含まないものとする。 ２ 次に掲げる職員は、前項の職員に含まないものとする。 

（１） 教育長 【削 除】 

（２） 臨時又は非常勤の職員 （１） 臨時又は非常勤の職員 

（３） 地方公務員法第２８条第２項各号に掲げる事由のいずれか

に該当することにより休職している職員 

（２） 地方公務員法第２８条第２項各号に掲げる事由のいずれか

に該当することにより休職している職員 

（４） 地方自治法第２５２条の１７第１項（同法第２９２条にお

いて準用する場合を含む。）の規定により、他の地方公共団体に

派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員 

（３） 地方自治法第２５２条の１７第１項（同法第２９２条にお

いて準用する場合を含む。）の規定により、他の地方公共団体に

派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員 

（５） 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に

関する条例（平成３年上尾市条例第１７号）第２条第１項の規定

により、同項各号に掲げる機関に派遣している職員 

（４） 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に

関する条例（平成３年上尾市条例第１７号）第２条第１項の規定

により、同項各号に掲げる機関に派遣している職員 

（６） 公益的法人等への上尾市職員の派遣に関する条例（平成１

３年上尾市条例第４２号）第２条第１項の規定により、同項各号

（５） 公益的法人等への上尾市職員の派遣に関する条例（平成１

３年上尾市条例第４２号）第２条第１項の規定により、同項各号



 

 

に掲げる団体に派遣している職員 に掲げる団体に派遣している職員 

（定数） （定数） 

第２条 前条第１項の職員の定数（第９号に掲げる職員にあっては、

定員。以下同じ。）は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当

該各号に定めるところによる。 

第２条 前条第１項の職員の定数（第９号に掲げる職員にあっては、

定員。以下同じ。）は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当

該各号に定めるところによる。 

（１） 地方自治法第１３８条第６項に規定する議会の事務局の職

員 １３人 

（１） 地方自治法第１３８条第６項に規定する議会の事務局の職

員 １３人 

【 ～ 略 ～ 】 【 ～ 略 ～ 】 

（８） 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条に規定

する教育委員会の事務局の職員及び同法第３１条第３項に規定す

る学校その他の教育機関の職員 １６７人 

（８） 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１９条に規定

する教育委員会の事務局の職員及び同法第３１条第３項に規定す

る学校その他の教育機関の職員 １６７人 

（９） 消防組織法第１１条第２項に規定する消防職員 ２６７人 （９） 消防組織法第１１条第２項に規定する消防職員 ２６７人 

２ 前項各号に定める職員の定数のほか、前条第２項第３号から第

６号までに掲げる職員の定数は、それぞれ任命権者（地方公務員

法第６条第１項の任命権者をいう。次条において同じ。）が必要

と認める範囲内において定めることができる。 

２ 前項各号に定める職員の定数のほか、前条第２項第２号から第

５号までに掲げる職員の定数は、それぞれ任命権者（地方公務員

法第６条第１項の任命権者をいう。次条において同じ。）が必要

と認める範囲内において定めることができる。 

３ 前条第２項第３号に掲げる職員が休職する前の職務に復帰する

場合又は同項第４号から第６号までに掲げる職員が派遣される前

の職務に復帰する場合は、復帰した日から起算して６月に限り引

き続き定数外の職員とすることができる。 

３ 前条第２項第２号に掲げる職員が休職する前の職務に復帰する

場合又は同項第３号から第５号までに掲げる職員が派遣される前

の職務に復帰する場合は、復帰した日から起算して６月に限り引

き続き定数外の職員とすることができる。 



 

 

◆上尾市職員公務災害見舞金条例（昭和４８年上尾市条例第２１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、次の各号に掲げる者をい

う。 

第２条 この条例において「職員」とは、次の各号に掲げる者をい

う。 

【 ～ 略 ～ 】 【 ～ 略 ～ 】 

（６） 上尾市職員定数条例（平成２３年上尾市条例第１号）第１

条第２項第６号に掲げる職員 

（６） 上尾市職員定数条例（平成２３年上尾市条例第１号）第１

条第２項第５号に掲げる職員 


